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９

行　政　報　告
○留萌市土地開発公社の平成１９年度決算に関する書類

の提出について
○留萌港開発株式会社の平成１９年度決算及び平成２０年

度事業計画に関する書類の提出ほか

議　　　　　案
○平成２０年度留萌市一般会計補正予算
○平成２０年度留萌市港湾事業特別会計補正予算
○平成２０年度留萌市病院事業会計補正予算
○留萌市立病院看護師等研究資金貸与条例制定につい

て
○留萌市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

について
○留萌市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例制定について
○留萌市地方港湾審議会条例の一部を改正する条例制

定について
○留萌市過疎地域自立促進市町村計画の変更について
○路線の認定及び廃止について
○留萌市教育委員会委員の任命について

○留萌市功労者表彰条例の一部を改正する条例制定に
ついて

○留萌市特別功労者の表彰について

諮　　　　　問
○人権擁護委員・下山園惠氏の推薦について

推　　　　　薦
○留萌市農業委員会委員の推薦について

意　見　書　案
○「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議

機関設置」に関する意見書
○国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全

化を求める意見書
○北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書
○勤労貧困層の解消に向けた社会的セーフティネット

の再構築に関する意見書
○２００９年度国家予算編成における義務教育無償、義務

教育費国庫負担制度の堅持と負担率二分の一復元等
教育予算の確保・拡充を求める意見書

○「クールアース・デー」（地球温暖化防止の日）の創
設等を求める意見書　　他４件

◎閉会中継続審査中でありました
留萌市特別用途地区建築条例の早期制定に関わる陳
情については、趣旨採択されました。
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も く じ

《平成２０年５月１５日開催》報告及び審議事項

○留萌市税条例の一部を改正する条例制定につい

て
○留萌市特別用途地域建築条例の早期制定に関わ

る陳情について
○平成１９年度の市税及び市税外収納状況

○道路網整備計画策定業務報告書について
○ＢＳＥ発生（牛伝達性海綿状脳症）と防疫対策結

果について
○路線の認定及び廃止について

○留萌市地方港湾審議会条例の一部を改正する条
例制定について

○留萌港開発株式会社の平成１９年度決算及び平成
２０年度事業計画について

○地方の元気再生事業の提案につて
○留萌市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について
○平成２０年度補正予算説明資料について

○平成１９年度留萌市土地開発公社決算説明

○社会教育施設の平成１８・１９年度各月利用状況

○平成１９年度市立留萌図書館利用状況
○平成２０年度市立留萌図書館の取り組みについて

○学校給食費改定に係るＰＴＡへの説明会の実施

状況について
○平成２０年度食に関する取り組みについて

○スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用調査
研究事業について

※留萌市特別用途地域建築条例の早期制定に関
わる陳情について

《平成２０年５月２３日開催》報告及び審議事項

○留萌市国民健康保険条例の一部改正について

○留萌市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部
改正について

○下水道事業特別会計繰越明許費について

＜平成１９年度事業報告＞

○社会福祉課・福祉相談窓口の状況、障害者の状
況

○児童家庭課・家庭児童相談室の相談状況（１９年
度８８件）児童虐待相談件数（１９年度３件）　ほか

○保健医療課・老人保健事業報告
○介護支援課・介護保険年度別認定者及び受給者

数
■６５歳以上７５歳未満→第１号被保険者３，６２８人の

うち、認定者は１７６人（２０人に１人認定）
■７５歳以上→第１号被保険者２，９９０人のうち、認定

者は９３２人（３人に１人認定）

○平成１９年度の患者数について

○市病院看護師等研究資金貸与条例（案）につい
て

○平成２０年度病院事業会計補正予算について
○平成１９年度アクションプラン実施による実績に

ついて

「第１常任委員会」（人・まちづくり委員会）

「第２常任委員会」（くらし・健康づくり委員会）

【総務部】

【市立病院】

【市民生活部】

【産業建設部】

【政策経営室】

【教育委員会】

【健康福祉部】

第2常任委員会第1常任委員会

第２回定例会（６月１０日から６月１８日）で可決さ

れました報告３件、議案１２件、諮問１件、推薦１
件、意見書案１０件の主な内容をご紹介いたします。

○初診時選定療養費に関する広報・啓発

※平成２０年８月１日から、初診時選定療養費

１，６３８円の負担をお願いすることとなりました。

 ご負担をいただく場合 

１．当院に初めて来院される方
２．以前に受診したことはあるが、既に治療

期間が終了（治癒）した後に再び来院され
る場合。

３．患者様が任意に診療を中止した後に改め
て受診される場合。

 ご負担がない場合 

■他院からの紹介状（診療情報提供書）をお

持ちいただいた方　■緊急な診療を必要とさ
れる方（救急車による搬送等）　■今回の診療

科は初めてだが、当院の別の診療科に通院さ
れている方　■公費負担医療の受給対象の方
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18１０１１

「赤字だ。夕張のようにならないように、再生団体へ

転落しないように。」

最近よく聞きます。この留萌市の財政は、どんなこと

になっているのか？

なかなか分かりづらいし、もっと知りたいこともある

という市民の方の疑問の声に応えるため“こんなこと

知りたいよねー”企画をお届けしています。

平成２０年度
一般会計予算について

Ｈ２０末残高Ｈ２０公債費財　　　源　　　内　　　訳
建設費

建設年月
（完成）

施設名
計利子元金計市（市民）負担国等補助

９，７９３，５５６１，６５４，２７５８，１３９，２８１４５６，８９４
診療収入等市補助金地方債道国庫

９，６７８，１３９Ｈ１３．３
留 萌 市 立
病 院 ４７，０３９１０，７４５９，２２４，６００１８５，６０９２１０，１４６

一般財源公共基金地方債道国庫

９８８，５５７４３，０２６９４５，５３１２９３，３７４７８，６８８６，２３７３，０９２，４００１，１７１，２７５４，３４８，６００Ｈ１０．３美サイクル館

８２６，６２５１０１，４８９７２５，１３６４８，８５９５２，１８８１８，０４５１，０２７，８００３，７８５１，２５９，０３６２，３６０，８５４Ｈ１１．８五十嵐公住Ｂ

３９６，７３３２３，４６４３７３，２６９７９，１４８４５，７８０８４１，４００１５５，０００１，５９３１，０４３，７７３Ｈ１１．８は ー と ふ る

５２７，９３０１８，８９５５０９，０３５１０２，１７８３０３，７７１８８７，８００１００，０００９９１，６０１Ｈ１３．９ぷ る も

５０４，６５１６１，７４７４４２，９０４４３，６７４１６，４３７１１５８８，１００４８３，９８６１，０８８，５３４Ｈ１３．１１北 光 中 学 校

（単位：千円）

　一般会計からの繰り出し金というのが話題になっていましたが、どんな内容ですか。何故、

繰り出さなければならないのですか。毎年続くのですか。

　繰出金は、別の会計の収支を支えるためにお金を出すものです。親から子への仕送りに似ています。

留萌市の場合、一定のルール（国の基準）の繰り出しと収支不足を補てんするため各特別会計に繰り

出しをしています。

　特に今年は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」という新しい法律が決まり、留萌市全体（連

結）の財政状況がどんな水準なのか判断されることとなり、国民健康保険会計や下水道会計、病院会計で多

額の赤字を抱えているので、このままでは「財政再生団体」いわゆる夕張市と同じ国の管理下におかれて市

民に「最大の負担で最低のサービス」を押しつけることとなってしまうことから、まずは病院会計の３０億円

にせまる累積赤字を少なくするため、特別に１５億円の繰り出しをして、赤字を減らすこととしたため、全体

額が大きくなっています。

　各特別会計は、自立（自分の収入でまかなう）が基本です。そのため、今年、病院事業の経営改革プラン

を作り、市全体の財政健全化計画を練り直します。その過程で、今後の繰出金のあり方について議論する予

定です。

　留萌市がこんなに財政難になっている原因にたくさんの施設を建設したことによって、赤

字が大きくなっているようだけど、建設費総額や借金残高はどのくらいあるの。

　主な大きな施設では、平成１０年に完成した美サイクル館、平成１１年に完成した五十嵐公営住宅とはー

とふる、そして平成１３年に完成した留萌市立病院と北光中学校、ぷるもの建設費や財源内訳、そして

今年の地方債（ローン）返済後でどのくらいの残高になっているかを表にしてみました。

市立病院では、お医者さん不足に加え

て、看護師さんも不足しているとお聞

きしました。私の知り合いに地方から

引っ越してきた看護師さんがおります。留萌

市では、看護師さんの研究資金として貸し付

けしてもらえるとお聞きしましたが、詳しく

教えてください。

備　考条例定数法定定数人　口選挙年月

人口
４万人超

３０３０４２，４７３
昭和４２年
４月　　

１６年で
６，００７人減

２８３０３６，４６６
昭和５８年
４月～　

４年間で
１，７８４人減

２６３０３４，６８２
昭和６２年
４月～　

８年間で
４，２２２人減

２４３０３０，４６０
平成７年
４月～　

４年間で
１，２４７人減

２２３０２９，２１３
平成１１年
４月～　

４年間で
１，１６６人減

２０２６２８，０４７
平成１５年
４月～　

４年間で
１，５２１人減

１６２６２６，５２６
平成１９年
４月～　

職員の数を減らすのも限度があると思

います。

市議会の議員の数を減らす方も大切だ

と感じています。４万人の人口の時も２万５

千人の時もたいして変わらない方が市民の感

覚としてはおかしい。

「みなさんの声を聞かせて ください」へ

 寄せられた意見にお答えいたします。

知りたいことがある方は、議会事務局内（議会広

報特別委員会・42－1907番）で受付いたします。

　市町村議会の議員定数（地方自治法第９１

条）は、国勢調査の結果による人口で定数

が決まります。

ただし、これは上限で市町村は条例で定数を決め

ることができます。

　留萌市の現在の法定定数は、２６人ですが、平成

１９年３月に１６人と定めました。

人口４万人超の昭和４２年から現在までの議員定数

を表にしましたのでご覧ください。

　留萌市議会では、これまでに、財政状況と議会

運営のあり方について検討を重ね、議員定数削減

をしています。

＜法定定数＞

毅２千未満の町村・１２人

毅２千以上５千未満の町村・１４人

毅５千以上１万未満の町村・１８人

毅１万以上２万未満の町村・２２人

毅５万未満の市と２万以上の町村・２６人

毅５万以上１０万未満の市・３０人

その ２

　留萌市立病院では、看護師等の不足解消

を図り、医療の確保を目的に看護師等研究

資金貸与条例を７月から施行しました。

○対象は、留萌市外から転入した看護師、及び助

産師さん（以外の方はご相談下さい）

○貸与額は、看護師　８０万円以内、助産師１００万円

以内です。

○募集人員は、看護師４名、助産師１名です。

○当病院に５年間従事した時点で研究資金の返済

は全額免除されます。また、当病院に３年以上

勤務し、５年以内に自己都合で辞めた場合は貸

与金額と利息の内３／５が免除されます。

詳しいお問い合わせは、市立病院事務部総務課

総務係までお願いいたします。

　電　話　０１６４－４９－１０１１（内線１０１０）　

　ＦＡＸ　０１６４－４３－０３３７

おしえたる男さ ん
（財務課長さん）

知りたいねー子さ ん
（市民代表）
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〔図書・資料費内訳〕

説　　　　　　　　　　明経　費（円）科　　目

新日本法規出版追録代４，９８０図書・資料費

坂本　　茂無　会　派（１名）

＜支　出＞＜収　入＞

摘　　要金　額（円）科　目摘　　要金　額（円）科　　目
研修・会議費政務調査費交付金１００，０００交　 付　 金
図書・資料費会派負担金負　 担　 金

行政視察旅費８５，３０３調査・広報費預金利息２２雑　 収　 入
事　 務　 費

８５，３０３計１００，０２２計

１００，０２２（収入額）－ ８５，３０３（支出額）＝ １４，７１９
１００，０００（補助金）－ ８５，３０３（対象経費）＝１４，６９７（市に返還）

〔研修・視察調査費内訳〕

調　　査　　事　　項研修・視察地日　　程参加者数対象経費（円）科　　目

・住民の健康増進施策と実践状況
・国民健康保険税引き下げのための施策と実践状況

長野県松本市
Ｈ１９．１１．１２
　　～１１．１４

１名８５，３０３調査・広報費

天谷　孝行・村上　　均留萌公明党（２名）

＜支　出＞＜収　入＞

摘　　要金　額（円）科　目摘　　要金　額（円）科　　目
研修参加旅費等１９３，５５９研修・会議費政務調査費交付金２００，０００交　 付　 金

４，９８０図書・資料費会派負担金３，３８９負　 担　 金
調査・広報費預金利息４４雑　 収　 入

４，８９４事　 務　 費

２０３，４３３計２０３，４３３計

２０３，４３３（収入額）－ ２０３，４３３（支出額）＝０
２００，０００（補助金）－ ２０３，４３３（対象経費）＝△ ３，４３３

〔研修・視察調査費内訳〕

調　　査　　事　　項研修・視察地日　　程参加者数対象経費（円）科　　目

第３回地域医療政策セミナー参加
・医師確保対策をめぐる現状と課題・医師の確保と育成　ほか

東京都千代田区都
市センターホテル

Ｈ１９．１０．３１
　　～１１．３

２名１９３，５５９調査・広報費 第２回市議会議員特別セミナー参加
格差社会の行方
　・自治体の人事行政　ほか

滋賀県大津市
全国市町村国
際文化研修所

村山ゆかり・道　　重幸・松本　衆司・小野　敏雄・富田　直樹萌芽クラブ（５名）

＜支　出＞＜収　入＞

摘　　要金　額（円）科　目摘　　要金　額（円）科　　目
８，１２０研修・会議費政務調査費交付金５００，０００交　 付　 金

図書・資料費会派負担金２５，９９０負　 担　 金
行政視察旅費３９２，２６７調査・広報費預金利息３６１雑　 収　 入

事　 務　 費

４００，３８７計５２６，３５１計

５２６，３５１（収入額）－ ４００，３８７（支出額）＝ １２５，９６４
５００，０００（補助金）－ ３７４，３９７（対象経費）＝ １２５，６０３（市に返還）

〔研修・視察調査費内訳〕

調　　査　　事　　項研修・視察地日　　程参加者数対象経費（円）科　　目

・第５５回北海道女性議員協議会総会旭川市
Ｈ１９．１０．１８
　　～１０．１９

１名８，１２０

調査・広報費 ・ゼロウエイストの取り組み
・彩事業・町長との懇談　ほか

徳島県上勝町Ｈ１９．１１．７
　　～１１．１０

５名３６６，２７７

・アダプションプログラムと環境美化条例の制定　ほか香川県善通寺市

原田　丈三・原田　昌男・珍田　亮子・江澤　順次萌　政　会（４名）

＜支　出＞＜収　入＞

摘　　要金　額（円）科　目摘　　要金　額（円）科　　目
研修・会議費政務調査費交付金４００，０００交　 付　 金

５４，７５０図書・資料費会派負担金４，２３３負　 担　 金
行政視察旅費３４８，１９８調査・広報費預金利息２４８雑　 収　 入

１，５３３事　 務　 費

４０４，４８１計４０４，４８１計

４０４，４８１（収入額）－ ４０４，４８１（支出額）＝０
４００，０００（補助金）－ ４０４，４８１（対象経費）＝△ ４，４８１

〔研修・視察調査費内訳〕

調　　査　　事　　項研修・視察地日　　程参加者数対象経費（円）科　　目

・津市げんき大学三重県津市
Ｈ１９．１０．２３
　　～１０．２６

３名２８９，１５８

調査・広報費

・市民と行政の約束制度三重県名張市

・伊賀市議会基本条例制定の取り組み三重県伊賀市

・ごみ燃料化施設について北海道白老町
Ｈ２０．２．１１
　　～２．１２

３名５９，０４０

〔図書・資料費内訳〕

説　　　　　　　　　　明経　費（円）科　　目

・日本教育新聞購読料　　・歴代総理と自民党史５４，７５０図書・資料費

野崎　良夫・坂本　守正・菅原千鶴子・野呂　照幸民主・市民連合（４名）

＜支　出＞＜収　入＞

摘　　要金　額（円）科　目摘　　要金　額（円）科　　目
研修・会議費政務調査費交付金４００，０００交　 付　 金

１１２，８５９図書・資料費会派負担金１，８９６負　 担　 金
行政視察旅費２８９，２７１調査・広報費預金利息２３４雑　 収　 入

事　 務　 費

４０２，１３０計４０２，１３０計

４０２，１３０（収入額）－ ４０２，１３０（支出額）＝０
４００，０００（補助金）－ ４０２，１３０（対象経費）＝△ ２，１３０

〔研修・視察調査費内訳〕

調　　査　　事　　項研修・視察地日　　程参加者数対象経費（円）科　　目

・市立老人福祉施設（宝生苑）
京都府
京田辺市Ｈ１９．１１．１３

　　～１１．１５
４名２６９，２７１

調査・広報費
・窓口業務における市民サービスのあり方
・市立環境センター修景施設

大阪府
四條畷市

広報活動
・議会活動報告（市政報告）

留萌市内４箇所
Ｈ２０．２．１１
　　～２．１２

４名２０，０００

〔図書・資料費内訳〕

説　　　　　　　　　　明経　費（円）科　　目
・第一法規追録代・新日本法規出版追録代・議会改革の条件　外２５冊８３，３５９

図書・資料費 ・印刷費用１７，５００
・コピー及び資料作成費用１２，０００
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繋

自
主
財
政
健
全
化
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

罫

病
院
改
革
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

茨

収
支
の
均
衡
策

芋

病
床
利
用
率

鰯

病
床
数
の
見
直
し

茎

公
立
小
・
中
学
校
の
耐
震
化
に

つ
い
て

茨

特
措
法
改
正

芋

耐
震
診
断

鰯

耐
震
補
強
の
取
組
み

荊

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
推
進
と
情
報
提

供
に
つ
い
て

茨

市
内
の
設
置
状
況

芋

情
報
の
提
供

鰯

今
後
の
推
進

繋

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
茨

国
に
対
し
、
年
齢
で
差
別
す

る
医
療
制
度
の
廃
止
を
求
め

よ

罫

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て

茨

医
療
費
引
き
下
げ
の
と
り
く

み
芋

特
定
健
診
問
題

茎

市
立
病
院
の
「
病
診
連
携
（
病
・

病
連
携
）」の
促
進
に
つ
い
て

荊

全
て
の
町
内
会
に
、
保
健
推
進

委
員（
仮
称
）の
配
置
を

蛍

留
萌
農
業
の
緊
急
課
題
に
つ
い

て
茨

食
糧
危
機
に
対
処
す
る
具
体

的
施
策
の
推
進
を

芋

後
継
者
対
策
の
具
体
化
を

繋

健
康
づ
く
り
で
ま
ち
お
こ
し

茨

留
萌
コ
ホ
ー
ト
研
究
の
概
要

芋

健
康
都
市
留
萌
の
実
践
的
な

動
き

罫

留
萌
市
と
諸
外
国
と
の
関
係

茨

姉
妹
都
市
と
の
交
流

芋

ベ
ト
ナ
ム
人
研
修
生
の
受
入

れ

茎

育
て
る
政
策
へ
の
変
革

茨

単
発
事
業
か
ら
長
期
展
望
事

業
へ

芋

菜
の
花
事
業
に
つ
い
て

鰯

「　

世
紀
桜
の
丘
」
整
備
事
業

２１
に
つ
い
て

繋

市
立
病
院
の
課
題
に
つ
い
て

茨

Ｄ
Ｐ
Ｃ
と
看
護

芋

消
化
器
病
セ
ン
タ
ー
と
し
て

目
指
す
も
の

鰯

今
後
の
取
り
組
み

罫

家
庭
教
育
と
生
涯
学
習

茨

家
庭
の
日
と
職
場
理
解

芋

食
育

茎

船
場
公
園
の
今
後

茨

植
樹
の
市
民
参
加

芋

公
園
管
理
の
市
民
協
働

繋

留
萌
市
地
域
防
災
対
策
に
つ
い

て
茨

消
防
広
域
化
推
進
計
画
に
対

す
る
対
応
に
つ
い
て

芋

留
萌
市
防
災
行
政
無
線
の
現

状
と
今
後
の
対
策
に
つ
い
て

鰯

留
萌
市
避
難
所（
収
容
施
設
）

の
見
直
し
と
、対
策
に
つ
い
て

允

留
萌
市
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
の
見
直
し
に
つ
い
て

印

留
萌
市
津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
の
作
成
に
つ
い
て

罫

留
萌
市
公
契
約
条
例
の
制
定
に

向
け
て
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

茨

入
札
・
契
約
の
方
法
の
改
善

に
つ
い
て

芋

総
合
評
価
方
式
の
導
入
の
課

題
に
つ
い
て

鰯

第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ

ク
機
能
に
つ
い
て

允

苦
情
処
理
の
方
策
に
つ
い
て

茎

教
育
課
題
等
に
つ
い
て

茨「
全
国
体
力
・
運
動
能
力
・
運

動
習
慣
調
査
」の
対
応
に
つ
い

て
芋

「
主
幹
教
諭
」
な
ど
「
新
た
な

職
」
の
導
入
に
対
す
る
対
応

に
つ
い
て

繋

誇
り
と
満
足
を
目
指
す　

み
な

と
ま
ち
留
萌
の
実
現

茨

自
治
基
本
条
例
と
第
５
次
総

合
計
画

芋

道
路
網
整
備
計
画
に
つ
い
て

鰯

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
育
成
と

支
援
に
つ
い
て

允

災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
に

つ
い
て

印

子
ど
も
の
育
成
と
支
援
に
つ

い
て

咽

能
率
の
良
い
市
役
所
づ
く

り
・
信
頼
さ
れ
る
市
役
所
づ

く
り
に
つ
い
て

罫

公
立
高
等
学
校
配
置
計
画
に
つ

い
て

茨

北
海
道
の
計
画
案
に
対
す
る

留
萌
市
・
地
域
の
考
え
方

繋

地
域
温
暖
化
防
止
に
つ
い
て

茨

森
林
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題

芋

道
の
新
た
な
森
林
環
境
政
策

鰯

今
後
の
政
策
展
開

罫

財
政
運
営
に
つ
い
て

茨

広
告
収
入
事
業

芋

寄
附
条
例
の
新
設

鰯

病
院
会
計
へ
の
繰
出
金

茎

人
口
流
出
（
減
少
）
対
策
に
つ
い

て
茨

現
状
と
課
題

芋

今
後
の
政
策
展
開

繋

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て

茨

留
萌
市
財
政
健
全
化
計
画
の

考
え
方
に
つ
い
て

平
成　

年 

第
２
回
定
例
会

２０

村
山
ゆ
か
り 

議
員

（
萌
芽
ク
ラ
ブ
）

坂
本　
　

茂 

議
員

（
無
会
派
・
共
産
党
）

菅
原
千
鶴
子 

議
員

（
民
主
・
市
民
連
合
）

野
崎　

良
夫 

議
員

（
民
主
・
市
民
連
合
）留萌市議会事務局 皐 0164－42－1907（直通）鯖 0164－43－6700

E-mail：rumoishigikai@basil.ocn.ne.jp

　

６
月
定
例
会
終
了
後
に
行
わ

れ
た
議
員
会
総
会
に
お
い
て
、

役
員
改
選
が
行
わ
れ
、
珍
田
亮

子
議
員
が
会
長
に
就
任
し
ま
し

た
。

　

全
議
員
で
構
成
さ
れ
る
議
員
会
で
は
、
議
員
勉
強
会

を
は
じ
め
、
情
報
交
換
・
体

力
づ
く
り
や
親
睦
の
た
め
の

ス
ポ
ー
ツ
交
流
も
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
ま
ち
の
活

性
化
の
た
め
、
る
も
い
呑
涛

ま
つ
り
へ
の
行
灯
参
加
は
毎

年
恒
例
行
事
の
一
つ
で
す
。

　

今
年
も
行
灯
山
車
の
準
備

に
汗
を
流
し
ま
し
た
。（

写
真
）

天
谷　

孝
行 

議
員

（
留
萌
公
明
党
）

坂
本　

守
正 

議
員

（
民
主
・
市
民
連
合
）

松
本　

衆
司 

議
員

（
萌
芽
ク
ラ
ブ
）

江
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　６月定例会は、国民健康保険税をはじめ、病院問題な
ど議員と理事者の加熱した議論が続いたものの、傍聴者
の少なさが顕著でした。新人議員が発言した３月議会は、
やや多かったものの、それにしても傍聴者減少は大きな
課題として捕らえなければなりません。
　財政赤字、支庁再編問題など市政に対する市民の関心
が高まっているのに何故。議会に対する期待感が薄れて
いるのか、仕事を休んでまで傍聴できないとすれば、夜
間開催も視野に入れるという議論も必要なのか。行政と
議会、そして市民が同じ土俵に立ってこそ、あるべき姿
が見えてくるとすれば、傍聴者減少について議論しなけ
ればならないと感じています（議会広報特別委員長）。

「クリティカルパス」とは

　治療や看護の手順を標準化する

ことにより、効率化や均質化を図る

とともに、内容を評価・改善し、質

の高い医療を提供する手法です。

　具体的には、患者さんの入院から

退院までの診療計画を立て、検査の

予定や治療の内容、リハビリテー

ションの計画、いつ頃どの様な状態

になれば退院できるかなど一覧表

にして説明をします。また最近では、

電子カルテの導入など、医療のＩＴ化

の加速とともに、医療連携のための

「地域クリティカルパス」も注目さ

れております。

「レセプト」とは

　処方箋（せん）の意で、「診療報

酬請求明細書」の通称です。病院や

診療所が医療費の保険負担分を公

的機関に請求するために発行する

もので、薬、処置、検査などの診療

行為が点数によって記載されます。

　点数は「診療報酬点数表」で決め

られており、１点は１０円です。例え

ば、Ａという処置が１５０点だとする

と１５００円かかることになります。現

在の保険診療では、すべての医療行

為が点数化され、日本全国、値段は

一緒です。

こ の言葉の意味は ？ 
最近気になる行政用語の解説をいたします

　「病院議会」と称された６月議会が静かに幕を閉じました。

　一方、かつての同僚議員であった留萌市選出の石塚正寛北海道議会議員が在籍する北海道議会の６月定例会

は、１００年続いた支庁制度を廃止するということで、明日の留萌市、さらには留萌支庁管内１市７町１村の将

来を見据えた論戦が繰り広げられました。

　この間、留萌市議会としても「支庁制度改革反対」の議決、「留萌支庁存続を求める議員連盟」を結成し、

道議会への陳情活動や根室市議会、江差町議会、浦河町議会とともに道庁前における抗議行動を行ってきたと

ころですが、６月２８日未明の道議会本会議において、怒号と混乱の中で「北海道総合振興局設置条例案」が可

決、成立したところです。

　過疎化、少子高齢化、さらには経済の低迷が長引く厳しい状況下にあって、留萌支庁が「振興局」に格下げ

になることは、これからの地域再生に大きな影響を及ぼすことになりますが、留萌市議会９月定例会では、留

萌市の進むべき方針を明確にすべく、今後の地域振興策に関する熱い議論が交わされることが期待されます。

　委員長　村山ゆかり・副委員長　村上　均

　委　員　原田　丈三・野呂　照幸・富田　直樹
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『
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会
』

市役所１階の「市民ロビー」に設置されて
いるテレビでも議会中のようすが放映され
ていますので、ご覧いただけます。
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